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秋
田
縣
立
志
敵
暴
動
事
件
剣
決
書
（
明
治
＋
六
、
七
年
）

八
四

（
一
〇
一
二
山
ハ
）

秋
田
縣
立
志
肚
暴
動
事
件
判
決
書

（
明
治
十
六
、
七
年
）

明
治
法
制
史
料
難
纂
（
八
）

手

塚

豊

　
明
治
十
四
年
六
月
、
秋
田
縣
に
お
け
る
自
由
民
槽
蓮
動
の
政
吐
で
あ
つ
た
「
秋

田
立
志
肚
」
の
枇
員
が
、
政
府
顛
覆
の
陰
謀
を
計
書
し
た
い
わ
ゆ
る
「
秋
田
事

件
」
は
、
田
中
惣
五
郎
氏
が
「
自
由
窯
暴
動
事
件
は
、
明
治
十
五
年
の
福
島
事

件
を
出
護
貼
と
す
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
事
實
は
十
四
年
六
月
の
秋
田
事

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

件
を
最
初
の
も
の
と
す
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
由
民
槽
蓮
動
國

事
犯
事
件
の
嗜
矢
と
し
て
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
事
件
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
資
料
の
貧
困
の
た
め
か
、
職
前
に
お
い
て
は
、
同
事
件
に
關
す
る

研
究
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
り
、
例
え
ば
大
正
六
年
護
行
の
「
秋
田
縣
史
」
に

お
い
て
も
「
阿
氣
村
ノ
兇
徒
暴
護
」
と
題
し
て
わ
ず
か
に
十
行
餓
の
記
載
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
に
す
ぎ
な
い
歌
況
で
あ
つ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
職
後
、
秋
田
地
方
の
郷
土
史
家
の
研
究
に
よ
つ
て
、
同
事
件
の

全
貌
が
よ
う
や
く
明
ら
か
に
さ
れ
る
時
が
き
た
の
で
あ
る
。
羽
後
新
報
に
昭
和

二
十
九
年
一
月
十
日
か
ら
三
十
一
年
七
月
二
十
六
日
ま
で
九
十
六
同
に
わ
た
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

て
蓮
載
さ
れ
た
佐
々
木
金
一
郎
氏
の
「
秋
田
立
志
會
暴
動
記
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
同
地
方
に
残
存
す
る
秋
田
立
志
會
（
＋
四
年
に
立
志
肚
と
改
構
）
關

係
資
料
を
断
簡
零
墨
に
い
た
る
ま
で
渉
狸
し
、
暴
動
事
件
の
経
過
を
探
求
し
た

珠
玉
の
研
究
で
あ
つ
て
、
そ
の
多
年
に
わ
た
る
不
屈
の
努
力
に
封
し
て
は
深
甚

な
る
敬
意
を
表
さ
ず
に
お
ら
れ
な
い
。
そ
の
後
護
行
さ
れ
た
「
秋
田
縣
政
史
」

も
、
こ
の
佐
々
木
氏
の
研
究
を
も
と
に
し
て
、
秋
田
事
件
を
か
な
り
詳
し
く
取

　
　
　
（
4
）

扱
つ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
を
以
て
し
て
も
、
な
お
事
件
の
内
容
が
す
べ
て
解

明
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
例
え
ば
敬
十
名
を
籔
え
た
と
い
わ
れ
る
事
件
關
係

者
全
員
の
氏
名
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
、
慮
刑
の
状
況
す
な
わ
ち
到
決
書

の
．
こ
と
き
も
、
わ
ず
か
に
三
名
分
を
の
ぞ
い
て
は
、
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。
佐

々
木
氏
が
引
用
さ
れ
て
い
る
判
決
書
は
、
首
謀
者
で
あ
る
柴
田
淺
五
郎
、
舘
友



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

藏
、
柏
木
第
六
の
そ
れ
で
あ
り
、
同
じ
く
首
謀
者
の
一
人
で
あ
る
川
越
庫
吉
の

そ
れ
に
つ
い
て
は
「
今
倫
未
護
見
で
あ
る
事
は
遺
憾
で
あ
る
が
、
更
に
手
を
藍

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

し
て
探
り
度
い
と
思
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
秋
田
縣
政
史
」
も
、
佐
々
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

氏
の
論
考
か
ら
、
柴
田
の
到
決
書
だ
け
を
引
用
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
最
近
、
私
は
計
ら
ず
も
、
同
事
件
で
國
事
犯
と
し
て
庭
刑
さ
れ
た
全
員
十
九

名
の
到
決
書
を
み
る
機
會
を
え
た
の
で
、
こ
こ
に
そ
の
全
文
を
覆
刻
、
紹
介
す

る
次
第
で
あ
る
。
な
お
、
同
事
件
は
事
件
の
獲
生
と
、
到
決
の
時
期
が
、
明
治

十
五
年
の
刑
法
、
治
罪
法
施
行
の
前
後
に
ま
た
が
り
、
裁
到
管
轄
、
法
律
の
適

用
な
ど
の
鮎
で
、
法
制
史
的
に
み
て
き
わ
め
て
興
味
あ
る
問
題
を
多
く
ふ
く
ん

で
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
問
題
瀦
の
詳
し
い
究
明
は
、
近
く
本
誌
に
襲
表

を
豫
定
し
て
い
る
「
秋
田
立
志
肚
暴
動
事
件
の
裁
到
に
關
す
る
一
考
察
」
（
假

題
）
と
題
す
る
拙
稿
に
ゆ
ず
り
、
本
稿
は
判
決
書
の
紹
介
の
み
に
と
ど
め
た
い
。

（
1
）
　
田
中
惣
五
郎
「
日
本
の
自
由
民
椹
」
（
昭
和
二
十
二
年
）
・
一
七
六
頁
。

（
2
）
　
「
秋
田
縣
史
」
第
四
珊
・
四
一
二
頁
ー
四
ニ
ニ
頁
。

（
3
）
　
こ
の
論
考
は
、
昭
和
三
十
三
年
七
月
に
至
り
軍
行
本
に
ま
と
め
ら
れ
、

　
佐
々
木
金
一
郎
「
秋
田
立
志
會
暴
動
記
」
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
本
稿
の

　
引
用
は
こ
れ
に
よ
る
。

（
4
）
　
「
秋
田
縣
政
史
」
上
巻
（
昭
和
三
十
年
）
・
二
八
四
頁
以
下
。

（
5
）
　
佐
々
木
氏
の
読
明
に
よ
る
と
、
柴
田
到
決
書
は
、
横
手
町
郷
土
史
家

　
細
谷
則
理
氏
の
奮
藏
書
で
、
澹
當
判
事
名
を
歓
く
爲
本
で
あ
り
、
ま
た
、

　
舘
友
藏
と
柏
木
第
六
の
そ
れ
は
、
い
ず
れ
も
自
由
新
聞
明
治
十
七
年
三
月

　
十
九
日
第
五
〇
五
號
所
載
の
判
決
丈
か
ら
の
引
用
で
あ
る
（
佐
々
木
・
前

　
　
　
秋
田
縣
立
志
肚
暴
動
事
件
剣
決
書
（
明
治
十
六
、
七
年
）

　
掲
書
・
四
五
頁
i
四
七
頁
、
一
〇
三
頁
－
一
〇
七
頁
）
。

（
6
）
　
佐
々
木
・
前
掲
書
・
一
〇
三
頁
。

（
7
）
　
前
掲
秋
田
縣
政
史
・
二
八
八
頁
ー
二
八
九
頁
。

前
謡
（
1
）
　
明
治
十
六
年
三
月
十
日
剣
決
の
分
（
石
渡
蓮
助
他
十
三
名
）

　
　
　
は
、
秋
田
始
審
裁
判
所
長
芹
澤
政
温
よ
り
司
法
卿
大
木
喬
任
へ
の

　
　
　
報
告
書
（
十
六
年
三
月
日
敏
）
に
添
附
さ
れ
た
丈
書
で
、
秋
田
始

　
　
　
審
裁
到
所
十
三
行
罫
紙
十
七
枚
の
筆
窟
本
で
あ
る
。

　
　
（
2
）
　
明
治
十
六
年
七
月
十
一
日
剣
決
の
分
（
橋
本
熊
五
郎
）
は
、

　
　
　
前
同
檬
の
報
告
書
（
十
六
年
七
月
十
三
目
附
）
に
添
附
さ
れ
た
丈

　
　
　
書
で
、
秋
田
始
審
裁
剣
所
＋
三
行
罫
紙
二
枚
の
筆
籍
本
で
あ
る
。

　
　
（
3
）
　
明
治
十
七
年
三
月
七
日
判
決
の
分
（
柴
田
淺
五
郎
他
三
名
）

　
　
　
は
、
前
同
様
の
報
告
書
（
十
七
年
三
月
八
日
附
）
に
添
附
さ
れ
た

　
　
　
文
書
で
、
秋
田
始
審
裁
判
所
十
三
行
罫
紙
十
二
枚
の
筆
爲
本
で
あ

　
　
　
る
。

　
　
（
4
）
　
以
上
の
文
書
は
、
い
ず
れ
も
法
務
圖
書
舘
所
藏
で
あ
る
。

　
　
（
5
）
　
明
治
十
六
年
七
月
十
一
日
お
よ
び
十
七
年
三
月
七
日
の
判
決

　
　
　
書
は
い
ず
れ
も
正
式
の
判
決
謄
本
の
形
式
を
採
つ
た
交
書
で
、
秋

　
　
　
田
輕
罪
裁
剣
所
お
よ
び
謄
爲
捲
嘗
の
弓
創
書
記
の
印
鑑
が
捺
さ
れ

　
　
　
て
い
る
が
、
十
六
年
三
月
十
日
判
決
の
も
の
は
、
正
式
の
剣
決
謄

　
　
　
本
で
は
な
く
、
し
た
が
つ
て
前
掲
裁
判
所
印
の
捺
印
も
な
い
し
、

　
　
　
ま
た
謄
篇
婚
當
書
記
の
署
名
捺
印
も
な
い
。

　
　
（
6
）
　
荻
野
判
事
補
の
名
が
「
錬
次
郎
」
と
な
つ
て
い
る
も
の
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
　
　
（
一
〇
三
七
）



秋
田
縣
立
志
杜
暴
動
事
件
判
決
書
（
明
治
十
六
、
七
年
）

　
る
が
、
こ
れ
は
誤
記
で
あ
つ
て
「
錬
二
郎
」
が
正
し
い
（
明
治
十

　
五
年
七
月
「
官
員
録
」
秋
田
始
審
裁
判
所
の
項
滲
照
）
。

（
7
）
　
柴
田
淺
五
郎
、
舘
友
藏
、
柏
木
第
六
の
判
決
書
は
、
前
に
も

　
述
べ
た
ご
と
く
す
で
に
佐
々
木
氏
に
よ
つ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る

　
が
、
そ
れ
を
確
認
す
る
意
味
で
本
稿
に
も
牧
録
し
た
。

裁
到
言
渡

秋
田
縣
羽
後
國
雄
勝
郡
柏
木
村
李
民

　
　
　
　
　
石
　
渡
　
　
蓮

同
縣
同
國
同
郡
同
村
李
民

　
　
　
　
　
佐
　
々
　
木
熊

同
縣
同
國
同
郡
同
村
李
民

　
　
　
　
　
柴
　
田
　
　
善

同
縣
同
國
同
郡
岩
崎
町
奉
民

　
　
　
　
　
相
　
澤
　
　
伊

助藏吉助

其
方
共
儀
明
治
十
四
年
中
柴
田
淺
五
郎
ノ
教
唆
二
乗
シ
政
府
ヲ
顛
覆
セ
ン
ト
ス

ル
ノ
企
二
附
加
シ
其
豫
備
ヲ
爲
シ
タ
ル
ハ
其
方
共
力
署
名
シ
タ
ル
國
會
開
設
二

付
誓
約
書
ト
題
記
セ
ル
文
書
等
ニ
テ
明
瞭
ナ
リ
叉
其
方
共
ハ
他
立
志
肚
員
ノ
者

ト
共
二
明
治
十
四
年
六
月
八
日
夜
秋
田
縣
下
李
鹿
郡
阿
氣
村
李
民
須
藤
六
郎
左

工
門
宅
へ
各
兇
器
ヲ
携
精
シ
テ
侵
入
シ
財
物
ヲ
強
取
セ
シ
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
謹
愚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
　
　
　
（
一
〇
三
八
）

ハ
警
察
官
ノ
調
書
及
被
害
者
ノ
陳
述
等
ニ
テ
充
分
ナ
リ
ト
ス
右
犯
罪
ハ
新
法
實

施
以
前
二
在
ル
ヲ
以
テ
鼓
二
新
奮
ノ
法
律
ヲ
比
照
ス
ル
ニ
第
一
犯
罪
ハ
新
法
二

在
テ
ハ
刑
法
第
百
廿
一
條
第
四
項
及
第
百
廿
五
條
二
依
リ
本
刑
萱
年
六
月
以
上

三
年
九
月
以
下
ノ
輕
禁
鋼
所
犯
原
諒
ス
可
キ
情
状
ア
ル
ヲ
以
テ
同
法
第
八
十
九

條
第
九
十
條
二
依
リ
ニ
等
ヲ
輕
減
シ
九
月
以
上
萱
年
十
一
月
十
五
日
以
下
ノ
輕

禁
鋼
二
該
リ
醤
法
二
在
テ
ハ
禁
獄
武
年
二
該
ル
叉
第
二
犯
罪
ハ
新
法
二
在
テ
ハ

刑
法
第
三
百
七
十
八
條
及
第
三
百
七
十
九
條
第
一
第
戴
項
二
照
シ
ニ
等
ヲ
加
へ

本
刑
有
期
徒
刑
而
テ
所
犯
原
諒
ス
可
キ
情
状
ア
ル
ヲ
以
テ
刑
法
第
八
十
九
條
第

九
十
條
二
依
リ
ニ
等
ヲ
輕
減
シ
輕
懲
役
二
該
リ
奮
法
二
在
テ
ハ
明
治
十
年
第
廿

五
號
布
告
彊
盗
律
改
正
條
款
二
依
リ
懲
役
終
身
情
法
ヲ
酌
量
シ
五
等
ヲ
減
シ
懲

役
試
年
牛
二
該
ル
因
テ
刑
法
第
三
條
明
治
十
四
年
第
八
十
一
號
布
告
及
刑
法
第

百
條
二
依
リ
各
懲
役
　
年
牛
二
庭
ス
ル
者
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
輕
罪
裁
到
所

　
　
明
治
十
六
年
三
月
十
日
　
　
判
事
　
芹
澤
　
政
温

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
到
事
補
　
　
荻
　
野
　
錬
　
二
　
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
到
事
補
　
長
谷
川
勝
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
記
　
利
部
　
定
吉

　
　
　
　
　
瞼
事
山
上
雲
李
立
會
宣
告
ス



裁
到
言
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
縣
羽
後
國
雄
勝
郡
大
澤
村
耶
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
　
藤
　
正
　
之
　
助

其
方
儀
明
治
十
四
年
中
柴
田
淺
五
郎
ノ
教
唆
二
乗
シ
政
府
ヲ
顛
覆
セ
ン
ト
ス
ル

ノ
企
二
附
加
シ
其
用
二
供
ス
可
キ
軍
旗
等
ヲ
製
調
シ
以
テ
其
豫
備
ヲ
ナ
シ
タ
ル

其
方
ノ
自
供
及
ヒ
共
犯
者
藤
井
善
松
力
宮
城
縣
警
察
官
二
封
シ
ナ
シ
タ
ル
陳
述

叉
ハ
現
存
ス
ル
軍
旗
等
ニ
テ
其
謹
愚
充
分
ナ
リ
ト
ス

右
犯
罪
ハ
新
法
實
施
以
前
二
在
ル
ヲ
以
テ
鼓
二
新
奮
ノ
法
律
ヲ
比
照
ス
ル
ニ
新

法
二
在
テ
ハ
刑
法
第
百
廿
一
條
第
四
項
及
其
第
百
廿
五
條
二
依
リ
本
刑
萱
年
六

月
以
上
三
年
九
月
以
下
ノ
輕
禁
鋼
所
犯
原
諒
ス
可
キ
情
状
ア
ル
ヲ
以
テ
同
法
第

八
十
九
條
第
九
十
條
二
依
リ
ニ
等
ヲ
輕
減
シ
輕
禁
鋼
一
年
十
月
二
該
リ
奮
法
ハ

禁
獄
　
年
二
該
ル
因
テ
刑
法
第
三
條
及
明
治
十
四
年
第
八
十
一
號
布
告
二
依
リ

輕
禁
鋼
一
年
十
月
二
庭
ス
ル
者
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
輕
罪
裁
到
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曜

明
治
十
六
年
三
月
十
日
　
　
タ
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
事
補

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
事
補

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
　
記

　
　
　
瞼
事
山
上
雲
李
立
會
宣
告
ス

利長荻芹
繍野澤
　　錬
定勝＿政
　太一
吉郎郎温

裁
到
言
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
縣
弱
後
國
雄
勝
郡
大
澤
村
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
　
法
　
　
茂
　
雄

其
方
儀
明
治
十
四
年
中
柴
田
淺
五
郎
ノ
教
唆
二
乗
シ
政
府
ヲ
顛
覆
セ
ン
ト
ス
ル

ノ
企
二
附
加
シ
其
用
二
供
ス
可
キ
軍
旗
及
ヒ
軍
陣
守
札
等
ヲ
調
製
シ
テ
其
頚
備

ヲ
ナ
シ
タ
ル
所
爲
ハ
現
存
ス
ル
軍
旗
守
札
及
其
方
ノ
自
供
等
ニ
テ
明
白
ナ
リ
ト

ス右
犯
罪
ハ
新
法
實
施
以
前
二
在
ル
ヲ
以
テ
鼓
二
新
奮
ノ
法
律
ヲ
比
照
ス
ル
ニ
新

法
ハ
刑
法
第
百
廿
一
條
第
四
項
及
其
第
百
廿
五
條
二
依
リ
本
刑
萱
年
六
月
以
上

三
年
九
月
以
下
ノ
輕
禁
鋼
所
犯
原
諒
ス
可
キ
情
状
ア
ル
ヲ
以
テ
同
法
第
八
十
九

條
第
九
十
條
二
依
リ
ニ
等
ヲ
輕
減
シ
輕
禁
鋼
一
年
五
月
二
該
リ
醤
法
ハ
禁
獄
試

年
二
該
ル
因
テ
刑
法
第
三
條
及
明
治
十
四
年
第
八
十
一
號
布
告
二
依
リ
輕
禁
鋼

壼
年
五
月
二
庭
ス
ル
者
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
輕
罪
裁
到
所

明
治
十
六
年
三
月
十
日
　
　
　
　
到
　
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
事
補

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
到
事
補

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
　
記

　
　
　
瞼
事
山
上
蓮
李
立
會
宣
告
ス

利長荻芹
繍野澤
　　錬
定勝＿政
　太一
吉郎郎温

秋
田
縣
立
志
杜
暴
動
事
件
剣
決
書
（
明
治
＋
六
、
七
年
）

八
七

（
一
〇
三
九
）



　
　
　
　
秋
田
縣
立
志
肚
暴
動
事
件
剣
決
書
（
明
治
十
六
、
七
年
）

　
　
　
　
裁
到
言
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
縣
勿
後
國
李
鹿
郡
鼎
村
李
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黒
澤
易
　
五
　
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ま
ロ

其
方
儀
明
治
十
四
年
中
柴
田
淺
五
郎
ノ
教
唆
二
乗
シ
政
府
ヲ
顛
覆
セ
ン
ト
ス
ノ

企
二
附
加
シ
其
豫
備
ヲ
ナ
シ
タ
ル
ハ
警
察
官
ノ
調
書
及
柴
田
淺
五
郎
ヨ
リ
邊
致

セ
シ
童
犀
肱
等
ニ
テ
明
瞭
ナ
リ
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
ま
ロ

右
犯
罪
ハ
新
法
實
施
以
前
二
在
ヲ
以
テ
愛
二
新
奮
ノ
法
律
ヲ
比
照
ス
ル
ニ
新
法

二
在
テ
ハ
刑
法
第
百
廿
一
條
第
四
項
及
其
第
百
廿
五
條
二
依
リ
本
刑
萱
年
六
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ま
ロ

以
上
三
年
九
月
以
下
ノ
輕
禁
鋼
所
犯
原
諒
ス
可
情
状
ア
ル
ヲ
以
テ
同
法
第
八
十

九
條
第
九
十
條
二
依
リ
ニ
等
ヲ
輕
減
シ
輕
禁
鋼
萱
年
五
月
二
該
リ
奮
法
ハ
禁
獄

　
年
二
該
ル
因
テ
刑
法
第
三
條
及
明
治
十
四
年
第
八
十
一
號
布
告
二
依
リ
輕
禁

鋼
壷
年
五
月
二
庭
ス
ル
者
也

　
但
差
押
置
タ
ル
刀
壼
本
ハ
没
牧
ス
ル
者
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
輕
罪
裁
判
所

　
　
明
治
十
六
年
三
月
十
日
　
　
判
事

芹
澤
　
政
温

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
事
補
　
　
荻
　
野
　
錬
　
二
　
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剣
事
補
　
　
長
谷
川
　
勝
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
記
　
利
部
　
定
吉

　
　
　
　
　
楡
事
山
上
雲
李
立
會
宣
告
ス

裁
到
言
渡

八
八

（
一
〇
四
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
縣
羽
後
國
李
鹿
郡
鼎
村
李
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
　
多
　
七

其
方
儀
明
治
十
四
年
中
柴
田
淺
五
郎
ノ
教
唆
二
乗
シ
政
府
ヲ
顛
覆
セ
ン
ト
ス
ル

ノ
企
二
附
加
シ
其
豫
備
ヲ
ナ
シ
タ
ル
事
實
ハ
警
察
官
ノ
調
書
及
柴
田
淺
五
郎
ヨ

リ
邊
リ
タ
ル
圭
目
状
等
ニ
テ
明
白
ナ
リ
ト
ス

右
犯
罪
ハ
新
法
實
施
以
前
二
在
ル
ヲ
以
テ
霞
二
新
醤
ノ
法
律
ヲ
比
照
ス
ル
ニ
新

法
二
在
テ
ハ
刑
法
第
百
廿
一
條
第
四
項
及
其
第
百
廿
五
條
二
依
リ
本
刑
壼
年
六

月
以
上
三
年
九
月
以
下
ノ
輕
禁
鋼
所
犯
原
諒
ス
可
キ
情
状
ア
ル
ヲ
以
テ
同
法
第

八
十
九
條
第
九
十
條
二
照
シ
試
等
ヲ
輕
減
シ
輕
禁
鋼
壷
年
三
月
二
該
ル
奮
法
二

在
テ
ハ
禁
獄
戴
年
二
該
ル
因
テ
刑
法
第
三
條
及
明
治
十
四
年
第
八
十
一
號
布
告

二
依
リ
輕
禁
鋼
壼
年
三
ケ
月
二
庭
ス
ル
者
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
輕
罪
裁
剣
所

明
治
十
六
年
三
月
十
日
　
　
判
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
到
事
補

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
事
補

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
記

　
　
　
検
事
山
上
雲
李
立
會
宣
告
ス

利長荻芹
繍野澤
　　錬
定勝＿政
　太一
吉郎郎温



裁
到
言
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
縣
弱
後
國
季
鹿
郡
十
文
字
新
田
村
李
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
　
瀬
　
　
與
　
市

其
方
儀
明
治
十
四
年
中
柴
田
淺
五
郎
ノ
教
唆
二
乗
シ
政
府
ヲ
顛
覆
セ
ン
ト
ス
ル

ノ
企
二
附
加
シ
其
豫
備
ヲ
ナ
シ
タ
ル
事
實
ハ
警
察
官
ノ
調
書
柏
木
第
六
ノ
ロ
供

叉
ハ
柴
田
淺
五
郎
ヨ
リ
依
託
ノ
書
状
等
ニ
テ
明
白
ナ
リ
ト
ス

右
犯
罪
ハ
新
法
實
施
以
前
ニ
ア
ル
ヲ
以
テ
鼓
二
新
奮
ノ
法
律
ヲ
比
照
ス
ル
ニ
新

法
二
在
テ
ハ
刑
法
第
百
十
一
條
第
四
項
及
ヒ
其
第
百
廿
五
條
二
依
リ
本
刑
一
年

六
月
以
上
三
年
九
月
以
下
ノ
輕
禁
鋼
所
犯
原
諒
ス
可
キ
情
状
ア
ル
ヲ
以
テ
同
法

第
八
十
九
條
第
九
十
條
二
依
リ
ニ
等
ヲ
輕
減
シ
輕
禁
鋼
一
年
三
月
二
該
リ
奮
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
ー

ハ
禁
獄
二
年
二
該
ル
因
テ
刑
法
第
三
條
及
明
治
十
四
年
第
八
十
一
條
布
告
二
依

リ
輕
禁
鋼
一
年
三
月
二
庭
ス
ル
者
也

　
但
差
押
タ
ル
脇
差
一
本
ハ
没
牧
ス
ル
者
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
輕
罪
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
U

明
治
十
六
年
三
月
十
日
　
　
少
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
到
事
補

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
事
補

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
記

　
　
　
検
事
山
上
雲
李
立
會
宣
告
ス

芹
　
澤

長
谷
川

利
　
部

荻
野
　
錬

政
　
温

　
二
　
郎

勝
太
郎

定
　
吉

　
　
　
　
裁
判
言
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
縣
羽
後
國
李
鹿
郡
谷
地
新
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
々
　
木
庄
治

其
方
儀
明
治
十
四
年
中
柴
田
淺
五
郎
ノ
教
唆
二
乗
シ
政
府
ヲ
顛
覆
セ
ン
ト
ス
ル

ノ
企
二
附
加
シ
其
豫
備
ヲ
ナ
シ
タ
ル
事
實
ハ
其
方
ノ
自
供
警
察
官
ノ
調
書
及
ヒ

自
ラ
血
判
シ
タ
ル
國
會
開
設
二
付
誓
約
書
ト
題
記
ス
ル
書
面
ニ
テ
明
白
ナ
リ
ト

ス右
犯
罪
ハ
新
法
實
施
以
前
二
在
ル
ヲ
以
テ
厳
二
新
奮
ノ
法
律
ヲ
比
照
ス
ル
ニ
新

法
二
在
テ
ハ
刑
法
第
百
こ
十
一
條
第
四
項
及
ヒ
其
第
百
二
十
五
條
二
依
リ
本
刑

一
年
六
月
以
上
三
年
九
月
以
下
ノ
輕
禁
鋼
所
犯
原
諒
ス
可
キ
情
獣
ア
ル
ヲ
以
テ

同
法
第
八
十
九
條
二
依
リ
ニ
等
ヲ
輕
減
シ
輕
禁
鋼
一
年
三
月
二
該
ル
奮
法
ハ
禁

獄
二
年
二
該
ル
因
テ
刑
法
第
三
條
及
明
治
十
四
年
第
八
十
一
號
布
告
二
依
リ
輕

禁
鋼
一
年
三
月
二
庭
ス
ル
者
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
輕
罪
裁
到
所

　　　　明
　　　　治
　　　　十
瞼　　　六
事　　　年
山　　　 三
上　　　 月
雲　　　 十
李　　　日立
會
宣
告

ス書判判判
　　事事
　記補補事

利長荻芹
部盆野澤

　　錬
定勝＿政
　太一
吉郎郎温

秋
田
縣
立
志
肚
暴
動
事
件
判
決
書
（
明
治
十
六
、
七
年
）

八
九

（
一
〇
四
一
）



　
　
　
　
秋
田
縣
立
志
杜
暴
動
事
件
判
決
書
（
明
治
十
六
、
七
年
）

　
　
　
　
裁
判
言
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
縣
弱
後
國
李
鹿
郡
中
吉
田
村
李
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
田
忠
五
郎

其
方
儀
明
治
十
四
年
五
月
中
秋
田
縣
李
鹿
郡
醍
醐
村
藤
原
多
左
衛
門
方
二
押
入

リ
金
銭
財
物
ヲ
強
取
セ
ン
ト
シ
同
人
ヲ
殺
害
シ
叉
同
年
六
月
中
同
郡
阿
氣
村
須

藤
六
郎
左
衛
門
方
二
押
入
金
銭
財
物
ヲ
強
取
シ
タ
ル
事
件
二
共
謀
シ
タ
リ
ト
認

ム
ヘ
キ
謹
愚
ハ
コ
レ
ナ
キ
ニ
付
右
事
件
二
付
テ
ハ
無
罪
ナ
リ
ト
錐
ト
モ
明
治
十

四
年
中
柴
田
淺
五
郎
力
政
府
ヲ
顛
覆
セ
ン
ト
ス
ル
企
二
同
意
シ
其
準
備
ヲ
助
成

シ
タ
ル
所
爲
ハ
警
察
官
ノ
調
書
及
其
犯
罪
二
供
用
ス
可
キ
物
件
叉
ハ
蓮
到
帳
ヲ

自
家
二
藏
置
シ
タ
ル
等
ノ
謹
愚
ニ
テ
充
分
ナ
リ
ト
ス

右
犯
罪
ハ
新
法
實
施
以
前
二
在
ル
ヲ
以
テ
厳
二
新
奮
ノ
法
ヲ
比
照
ス
ル
ニ
新
法

二
在
テ
ハ
刑
法
第
百
廿
一
條
第
二
項
及
其
第
廿
五
條
二
依
リ
本
刑
重
禁
獄
所
犯

原
諒
ス
可
キ
情
状
ア
ル
ヲ
以
テ
同
法
第
八
十
九
條
第
九
十
條
二
依
リ
ニ
等
ヲ
輕

減
シ
輕
禁
鋼
二
年
二
該
リ
奮
法
ハ
禁
獄
三
年
二
該
ル
因
テ
刑
法
第
三
條
及
明
治

十
四
年
第
八
十
一
號
布
告
二
依
リ
輕
禁
鋼
二
年
二
庭
ス
ル
者
也
　
但
差
押
タ
ル

脇
差
一
本
ハ
没
牧
ス
ル
者
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
輕
罪
裁
到
所

　
　
明
治
十
六
年
三
月
十
日
　
　
　
　
到
事
　
　
芹
　
澤
　
　
政
　
温

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
到
事
補
　
　
荻
　
野
　
錬
　
二
　
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
到
事
補
　
　
長
谷
川
　
勝
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
　
記

楡
事
山
上
雲
李
立
會
宣
告
ス

裁
到
言
渡

利

　会
部O
　堅
定）

吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
縣
弱
後
國
李
鹿
郡
横
手
町
李
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
井
　
　
善
　
松

其
方
儀
明
治
十
四
年
中
柴
田
淺
五
郎
力
政
府
ヲ
顛
覆
セ
ン
ト
ス
ル
企
二
同
意
賛

成
シ
始
終
其
椹
要
ナ
ル
謀
議
二
與
リ
以
テ
内
猷
ノ
豫
備
ヲ
ナ
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル

ハ
其
方
力
宮
城
縣
警
察
官
二
封
シ
ナ
シ
タ
ル
自
供
及
共
犯
者
遠
藤
正
之
助
佐
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

木
庄
治
等
ノ
陳
述
ヲ
以
テ
明
瞭
ナ
リ
ト
ス
右
犯
罪
ハ
新
法
實
施
以
前
二
在
ヲ
以

テ
鼓
二
新
奮
ノ
法
律
ヲ
比
照
ス
ル
ニ
新
法
ハ
刑
法
第
百
廿
一
條
第
二
項
及
第
百

廿
五
條
二
依
リ
本
刑
重
禁
獄
所
犯
原
諒
ス
可
キ
情
朕
ア
ル
ヲ
以
テ
同
法
第
八
十

九
條
第
九
十
條
二
因
リ
ニ
等
ヲ
減
シ
輕
禁
鋼
三
年
二
該
リ
醤
法
二
在
テ
ハ
禁
獄

五
年
二
該
ル
因
テ
刑
法
第
三
條
及
明
治
十
四
年
第
八
十
一
號
布
告
二
依
リ
輕
禁

鋼
三
年
三
庭
ス
ル
者
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
輕
罪
裁
到
所

　
　
明
治
十
六
年
三
月
十
日
　
　
　
　
到
事
　
　
芹
　
澤
　
　
政
　
温

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ま
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
到
事
補
　
　
荻
　
野
　
錬
　
次
　
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
事
補
　
長
谷
川
勝
太
郎

　
　
　
　
　
検
事
山
上
雲
準
立
會
宣
告
ス



（
手
塚
註
）
　
本
判
決
丈
に
は
書
記
の
名
を
敏
く
。

　
り
で
あ
ろ
う
Q

裁
判
言
渡

お
そ
ら
く
韓
爲
の
折
の
誤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
縣
勿
後
國
由
利
郡
舘
合
村
李
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
松
捨
　
次
郎

其
方
儀
明
治
十
四
年
中
柴
田
淺
五
郎
ノ
教
唆
二
乗
シ
政
府
ヲ
顛
覆
セ
ン
ト
ス
ル

ノ
企
二
附
加
シ
其
豫
備
ヲ
ナ
シ
タ
ル
事
實
ハ
警
察
官
ノ
調
書
等
ニ
テ
明
白
ナ
リ

ト
ス
右
犯
罪
ハ
新
法
實
施
以
前
二
在
ル
ヲ
以
テ
鼓
二
新
奮
ノ
法
律
ヲ
比
照
ス
ル

ニ
新
法
二
在
テ
ハ
刑
法
第
百
廿
一
條
第
四
項
及
其
第
百
廿
五
條
二
依
リ
本
刑
一

年
六
月
以
上
三
年
九
月
以
下
ノ
輕
禁
鋼
所
犯
原
諒
ス
可
キ
情
賦
ア
ル
ヲ
以
テ
同

法
第
八
十
九
條
第
九
十
條
二
依
リ
ニ
等
ヲ
輕
減
シ
輕
禁
鋼
一
年
二
該
リ
魯
法
ハ

禁
獄
二
年
二
該
ル
因
テ
刑
法
第
三
條
及
明
治
十
四
年
第
八
十
一
號
布
告
二
依
リ

輕
禁
鋼
一
年
二
庭
ス
ル
者
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
輕
罪
裁
到
所

　
　
明
治
十
六
年
三
月
十
日
　
　
判
事
　
芹
澤
　
政
温

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
ま
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
事
補
　
　
荻
　
野
　
錬
　
次
　
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
事
補
　
長
谷
川
勝
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
　
記
　
　
利
　
　
部
　
　
定
　
　
吉

　
　
　
　
　
検
事
山
上
雲
耶
立
會
宣
告
ス

　
　
　
　
秋
田
縣
立
志
阯
暴
動
事
件
判
決
書
（
明
治
十
六
、
七
年
）

裁
到
言
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
縣
弱
後
國
雄
勝
郡
大
澤
村
李
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
　
倍
　
　
久
　
吉

其
方
儀
明
治
十
四
年
中
柴
田
淺
五
郎
ノ
教
唆
二
乗
シ
政
府
ヲ
顛
覆
セ
ン
ト
ス
ル

ノ
企
二
附
加
シ
其
用
二
供
ス
可
キ
軍
旗
ノ
調
製
等
ヲ
ナ
シ
其
豫
備
ヲ
ナ
シ
タ
ル

事
實
ハ
現
存
ス
ル
軍
旗
及
警
察
官
ノ
調
書
等
ニ
テ
明
白
ナ
リ
ト
ス

右
犯
罪
ハ
新
法
實
施
以
前
二
在
ル
ヲ
以
テ
愛
二
新
奮
ノ
法
律
ヲ
比
照
ス
ル
ニ
新

法
二
在
テ
ハ
刑
法
第
百
廿
一
條
第
四
項
及
其
第
百
廿
五
條
二
依
リ
本
刑
一
年
六

月
以
上
三
年
九
月
以
下
ノ
輕
禁
鋼
所
犯
原
諒
ス
可
キ
情
状
ア
ル
ヲ
以
テ
同
法
第

八
十
九
條
第
九
十
條
二
照
シ
ニ
等
ヲ
輕
減
シ
輕
禁
鋼
一
年
二
月
二
該
リ
醤
法
ハ

禁
獄
二
年
二
該
リ
因
テ
刑
法
第
三
條
及
明
治
十
四
年
第
八
十
號
布
告
二
依
リ
輕

禁
鋼
一
年
二
月
二
庭
ス
ル
者
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
輕
罪
裁
到
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
肛

　
　
明
治
十
六
年
三
月
十
日

歩
　
事

到
事
補

到
事
補

書
　
記

検
事
山
上
雲
年
立
會
宣
告
ス

九
一

利長荻芹
繍野澤
　　錬

政
　
　
温

　
二
　
郎

勝
太
郎

定
　
吉

（
一
〇
四
三
）



　
　
　
　
秋
田
縣
立
志
杜
暴
動
事
件
判
決
書
（
明
治
十
六
、
七
年
）

　
　
　
　
裁
到
言
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
縣
羽
後
國
李
鹿
郡
上
吉
田
村
李
民
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橋
　
本
　
熊
　
五
　
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
十
七
年

其
方
儀
明
治
十
四
年
中
柴
田
淺
五
郎
ノ
教
唆
二
乗
シ
政
府
ヲ
顛
覆
セ
ン
ト
ス
ル

ノ
企
二
附
加
シ
其
豫
備
ヲ
爲
シ
タ
ル
事
實
ハ
共
犯
者
舘
友
藏
ノ
陳
述
其
他
警
察

官
ノ
調
書
等
ニ
テ
明
確
ナ
リ
叉
其
方
ハ
明
治
十
四
年
六
月
八
日
夜
他
立
志
肚
員

ノ
者
ト
共
二
秋
田
縣
下
李
鹿
郡
阿
氣
村
李
民
須
藤
六
郎
左
衛
門
宅
へ
各
兇
器
ヲ

携
帯
シ
テ
侵
入
シ
其
家
人
ヲ
脅
迫
シ
テ
財
物
ヲ
強
取
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
誰

愚
ハ
警
察
官
ノ
調
書
被
害
者
ノ
陳
述
共
犯
舘
友
藏
柏
倉
佐
吉
ノ
陳
述
等
ヲ
以
テ

充
分
ナ
リ
ト
ス

右
犯
罪
ハ
新
法
實
施
以
前
二
在
ル
ヲ
以
テ
蚊
二
新
奮
ノ
法
律
ヲ
比
照
ス
ル
ニ
第

一
犯
罪
ハ
新
法
二
在
テ
ハ
刑
法
第
百
廿
一
條
第
四
項
及
第
百
廿
五
條
二
依
リ
本

刑
一
年
六
月
以
上
三
年
九
月
已
下
ノ
輕
禁
鋼
所
犯
原
諒
ス
可
キ
情
状
ア
ル
ヲ
以

テ
同
法
第
八
十
九
條
第
九
十
條
二
依
リ
ニ
等
ヲ
輕
減
シ
九
月
以
上
一
年
十
一
月

十
五
日
以
下
ノ
輕
禁
鋼
二
該
リ
奮
法
二
在
テ
ハ
禁
獄
二
年
二
該
ル
叉
第
二
犯
罪

ハ
新
法
二
在
テ
ハ
刑
法
第
三
百
七
十
八
條
及
第
三
百
七
十
九
條
第
一
第
二
項
二

照
シ
ニ
等
ヲ
加
へ
本
刑
有
期
徒
刑
所
犯
情
歌
原
諒
ス
可
キ
ア
ル
ヲ
以
テ
刑
法
第

八
十
九
條
第
九
十
條
二
依
リ
本
刑
二
二
等
ヲ
輕
減
シ
輕
懲
役
二
該
リ
奮
法
二
在

テ
ハ
明
治
十
年
第
廿
五
號
公
布
彊
盗
律
改
正
條
款
二
依
リ
懲
役
終
身
情
法
ヲ
酌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
　
　
　
（
一
〇
四
四
）

量
シ
五
等
ヲ
減
シ
懲
役
二
年
傘
二
該
ル
因
テ
刑
法
第
三
條
同
法
第
百
條
及
明
治

十
四
年
第
八
十
一
號
布
告
二
依
リ
懲
役
二
年
孚
二
庭
ス
ル
者
也

秋
田
輕
罪
裁
到
所
二
於
テ
瞼
事
田
中
玄
文
立
會
宣
告
ス

　
　
明
治
十
六
年
七
月
十
一
日
　
到
事
　
芹
澤
　
政
温

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
到
事
補
　
　
荻
　
野
　
錬
　
二
　
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
到
事
補
　
　
長
谷
川
　
勝
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
　
記
　
　
利
　
　
部
　
　
定
　
　
吉

　
　
　
右
正
本
二
依
リ
謄
爲
ス
ル
庭
相
蓮
ナ
キ
モ
ノ
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
輕
罪
裁
到
所

　
　
明
治
十
六
年
七
月
十
三
日
　
書
記
利
部
定
吉

裁
判
言
渡
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
縣
弱
後
國
李
鹿
郡
中
吉
田
村
耶
民
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柴
　
田
　
淺
　
五
　
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
當
三
十
一
年
七
ケ
月

其
方
儀
明
治
十
三
年
八
月
以
來
秋
田
縣
下
二
於
テ
立
志
吐
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
設
立
シ

自
ラ
其
吐
長
ト
ナ
リ
多
歎
ノ
人
員
ヲ
集
會
シ
明
治
十
四
年
二
至
リ
首
魁
ト
ナ
リ

テ
政
府
ヲ
顛
覆
セ
ン
コ
ト
ヲ
企
テ
其
豫
備
ヲ
爲
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
認
定
ス
其

謹
愚
ハ
第
一
準
備
シ
タ
ル
兵
器
第
二
調
製
シ
タ
ル
軍
旗
印
章
第
三
國
會
開
設
二

付
誓
約
書
ト
題
記
ス
ル
簿
朋
二
血
到
ヲ
ナ
サ
シ
メ
タ
ル
コ
ト
第
四
上
遠
野
秀
宜



ト
往
復
シ
タ
ル
手
簡
第
五
上
遠
野
秀
宜
力
宮
城
警
察
署
二
於
テ
ナ
シ
タ
ル
陳
述

書
第
六
自
ラ
監
倉
二
於
テ
認
記
シ
タ
ル
西
田
忠
五
郎
館
藤
右
工
門
宛
ノ
密
書
第

七
共
犯
者
ヵ
秋
田
縣
警
察
官
二
封
シ
爲
シ
タ
ル
陳
述
書
等
ヲ
以
テ
充
分
ナ
リ
ト

ス叉
其
方
ハ
立
志
杜
資
本
金
ノ
端
乏
二
苦
シ
、
・
・
明
治
十
四
年
五
月
中
川
越
庫
吉
二

指
示
シ
館
友
藏
柏
木
第
六
高
橋
久
米
士
星
ド
共
二
持
兇
器
強
盗
ヲ
犯
サ
シ
メ
其

現
二
行
ヒ
タ
ル
者
意
外
ノ
障
擬
二
因
リ
寛
二
其
目
的
ヲ
途
ケ
得
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ

ト
ス
其
讃
愚
ハ
柏
木
第
六
川
越
庫
吉
舘
友
藏
力
秋
田
縣
横
手
警
察
署
二
於
テ
ナ

シ
タ
ル
自
供
ノ
一
部
及
柏
木
第
六
力
本
衛
ノ
供
述
二
依
リ
充
分
ナ
リ
ト
ス
但
其

教
唆
ノ
事
實
ヲ
推
測
ス
ル
ニ
右
ハ
多
左
衛
門
殺
害
ノ
黙
二
到
ラ
ス
シ
テ
只
其
彊

盗
ノ
馳
二
止
マ
リ
其
殺
害
ノ
一
事
ハ
本
犯
ノ
意
外
二
出
テ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
認

定
ス

以
上
ノ
所
爲
ハ
刑
法
實
施
以
前
二
在
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
刑
法
第
三
條
二
照
ス
ニ
奮

法
二
在
テ
ハ
第
一
國
事
二
關
ス
ル
罪
ハ
禁
獄
十
年
二
該
リ
第
ニ
ノ
罪
ハ
賊
盗
律

盗
賊
窩
主
條
第
一
項
若
シ
同
ク
行
ハ
ス
叉
賠
ヲ
分
タ
サ
ル
者
ハ
徒
二
年
ト
ア
ル

ニ
該
ル
右
二
罪
倶
護
以
重
論
條
二
依
リ
一
ノ
重
キ
禁
獄
十
年
二
庭
ス
可
キ
モ
ノ

ナ
リ
ト
ス
叉
新
法
二
在
テ
ハ
第
一
國
事
二
關
ス
ル
ノ
罪
ハ
刑
法
第
百
二
十
五
條

第
一
項
二
依
リ
同
法
第
百
二
十
一
條
第
一
項
ノ
刑
一
二
等
ヲ
減
輕
シ
本
刑
無
期

流
刑
二
該
ル
而
シ
テ
所
犯
原
諒
ス
可
キ
情
状
ア
ル
ヲ
以
テ
同
法
第
八
十
九
條
第

九
十
條
二
依
リ
本
刑
二
二
等
ヲ
減
シ
重
禁
獄
二
該
リ
第
ニ
ノ
罪
ハ
刑
法
第
百
五

　
　
　
　
秋
田
縣
立
志
肚
暴
動
事
件
剣
決
書
（
明
治
十
六
、
七
年
）

條
第
三
百
七
十
八
條
二
依
リ
傍
ホ
同
法
第
三
百
七
十
九
條
二
從
ヒ
ニ
等
ヲ
加
へ

而
シ
テ
同
法
第
百
十
二
條
第
百
十
三
條
二
照
シ
本
刑
二
一
等
ヲ
減
シ
重
懲
役
二

該
ル
右
二
罪
倶
護
ス
ル
ヲ
以
テ
同
法
第
百
條
二
照
シ
一
ノ
重
キ
重
懲
役
ノ
刑
二

庭
ス
可
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
ス

因
リ
テ
明
治
十
四
年
第
八
十
一
號
布
告
二
依
リ
新
奮
ノ
法
ヲ
比
照
シ
奮
法
ノ
輕

二
從
ヒ
禁
獄
十
年
二
慶
ス
ル
モ
ノ
也

　
但
明
治
十
四
年
六
月
九
日
夜
須
藤
六
郎
左
衛
門
方
持
兇
器
彊
盗
事
件
ハ
其
方

　
二
於
テ
教
唆
セ
シ
ト
認
ム
可
キ
謹
愚
充
分
ナ
ラ
サ
ル
ニ
依
リ
無
罪

　
叉
差
押
ヘ
タ
ル
刀
剣
十
三
本
短
刀
一
本
大
身
鎗
一
本
仕
込
杖
四
本
鐵
鎗
二
本

　
銃
砲
三
挺
軍
籏
三
十
三
鹿
印
到
十
四
穎
血
到
ア
ル
誓
約
書
及
人
名
ヲ
列
記
シ

　
タ
ル
書
類
等
悉
ク
之
ヲ
没
牧
ス

明
治
十
七
年
三
月
七
日
秋
田
輕
罪
裁
到
所
二
於
テ
瞼
事
補
上
倉
繁
藏
立
會
ノ
上

宣
告
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
到
事
　
　
芹
　
澤
　
　
政
　
温

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
到
事
補
　
　
荻
　
野
　
錬
　
二
　
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
到
事
補
　
長
谷
川
勝
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
記
　
　
加
藤
清
次
郎

　
　
　
右
正
本
二
依
リ
謄
爲
ス
ル
モ
ノ
也

　
　
明
治
十
七
年
三
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
記
弓
創
熊
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
　
　
（
一
〇
四
五
）



秋
田
縣
立
志
肚
暴
動
事
件
剣
決
書
（
明
治
＋
六
、
七
年
）

裁
到
言
渡
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
縣
弱
後
國
李
鹿
郡
横
手
新
町
下
丁
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舘
　
　
　
　
友
　
　
藏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
當
四
十
一
年

其
方
儀
柴
田
淺
五
郎
ヵ
教
唆
二
從
ヒ
明
治
十
四
年
五
月
十
八
日
夜
川
越
庫
吉
柏

木
第
六
等
ト
共
二
各
兇
器
ヲ
携
糟
シ
秋
田
縣
羽
後
國
李
鹿
郡
醍
醐
村
藤
原
多
左

衛
門
方
へ
押
入
リ
財
物
ヲ
彊
取
セ
ン
ト
ス
ル
際
多
左
衛
門
二
防
禦
セ
ラ
レ
ン
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

ス
ル
勢
ア
ル
ヨ
リ
同
人
ヲ
吸
傷
シ
以
テ
之
ヲ
死
二
致
タ
シ
財
物
ヲ
得
ス
シ
テ
立

去
リ
叉
明
治
十
四
年
六
月
九
日
橋
本
熊
五
郎
外
敷
名
ノ
者
ト
共
二
兇
器
ヲ
携
幣

シ
秋
田
縣
羽
後
國
李
鹿
郡
阿
氣
村
須
藤
六
郎
左
工
門
方
へ
押
入
リ
財
物
ヲ
彊
取

シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
誰
愚
ハ
秋
田
縣
横
手
警
察
署
二
於
テ
爲
シ
タ
ル
自
供
及

秋
田
縣
巡
査
鷹
皆
徳
治
力
作
リ
タ
ル
検
謹
調
書
共
犯
川
越
庫
吉
柏
木
第
六
力
横

手
警
察
署
二
於
テ
爲
シ
タ
ル
陳
述
叉
ハ
秋
田
縣
巡
査
跡
部
與
】
力
作
リ
タ
ル
検

謹
調
書
被
害
者
須
藤
六
郎
左
工
門
ノ
陳
述
ヲ
以
テ
明
確
ナ
リ
ト
ス

叉
其
方
ハ
明
治
十
四
年
中
柴
田
淺
五
郎
力
政
府
ヲ
顛
覆
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
企
二
同

意
シ
恒
二
淺
五
郎
ノ
股
肱
ト
ナ
リ
テ
椹
要
ノ
謀
議
二
與
リ
其
豫
備
ヲ
爲
シ
タ
ル

モ
ノ
ナ
リ
其
讃
愚
ハ
遠
藤
正
之
助
ヲ
シ
テ
軍
旗
ヲ
調
製
セ
シ
メ
タ
ル
事
跡
及
ヒ

本
犯
友
藏
力
供
状
等
二
徴
シ
充
分
ナ
リ
ト
ス

以
上
ノ
庭
爲
ハ
刑
法
實
施
以
前
二
在
ル
ヲ
以
テ
刑
法
第
三
條
二
照
ス
ニ
醤
法
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
　
　
　
（
一
〇
四
六
）

在
テ
ハ
第
一
ノ
所
爲
ハ
明
治
十
年
第
二
十
五
號
公
布
強
盗
律
改
正
條
款
二
照
シ

斬
罪
二
庭
ス
可
キ
モ
ノ
ニ
該
リ
庭
犯
原
諒
ス
可
キ
情
状
ア
ル
ヲ
以
テ
明
治
七
年

第
百
三
十
四
號
公
布
二
依
リ
本
罪
二
一
等
ヲ
量
減
シ
懲
役
終
身
二
庭
ス
可
キ
モ

ノ
ニ
該
ル
第
ニ
ノ
庭
爲
ハ
明
治
十
年
第
二
十
五
號
公
布
強
盗
律
改
正
條
款
二
照

シ
懲
役
終
身
二
庭
ス
可
キ
モ
ノ
ニ
該
リ
庭
犯
原
諒
ス
可
キ
情
状
ア
ル
ヲ
以
テ
明

治
七
年
第
百
三
十
四
號
公
布
二
依
リ
本
罪
二
五
等
ヲ
量
減
シ
懲
役
二
年
牛
二
庭

ス
可
キ
モ
ノ
ニ
該
ル
叉
第
三
國
事
二
關
ス
ル
罪
ハ
禁
獄
三
年
二
該
ル
ヲ
以
テ
新

律
綱
領
二
罪
倶
護
以
重
論
條
二
依
リ
一
ノ
重
キ
懲
役
維
身
二
庭
ス
可
キ
モ
ノ
ナ

リ
ト
ス
叉
新
法
二
於
テ
ハ
第
一
ノ
屍
爲
ハ
刑
法
第
三
百
八
十
條
二
依
リ
死
刑
二

庭
ス
可
キ
モ
ノ
ニ
該
ル
然
レ
ト
モ
庭
犯
原
諒
ス
可
キ
情
状
ア
ル
ヲ
以
テ
同
法
第

八
十
九
條
第
九
十
條
二
從
ヒ
本
刑
一
二
等
ヲ
減
シ
無
期
徒
刑
二
虞
ス
可
キ
モ
ノ

ニ
該
リ
第
ニ
ノ
庭
爲
ハ
刑
法
第
三
百
七
十
八
條
及
ヒ
同
法
第
三
百
七
十
九
條
第

一
第
ニ
ノ
情
状
ア
ル
ヲ
以
テ
一
個
毎
二
一
等
ヲ
加
へ
有
期
徒
刑
二
該
リ
而
シ
テ

庭
犯
原
諒
ス
可
キ
情
朕
ア
ル
ヲ
以
テ
同
法
第
八
十
九
條
第
九
十
條
二
依
リ
本
刑

二
二
等
ヲ
減
シ
輕
懲
役
二
庭
ス
可
キ
モ
ノ
ニ
該
リ
第
三
ノ
庭
爲
ハ
刑
法
第
百
二

十
五
條
第
一
項
二
依
リ
同
法
第
百
二
十
一
條
第
二
項
ノ
刑
｝
二
等
ヲ
減
シ
本
刑

重
禁
獄
二
該
ル
而
シ
テ
庭
犯
原
諒
ス
可
キ
情
状
ア
ル
ヲ
以
テ
同
法
第
八
十
九
條

第
九
十
條
二
照
シ
本
刑
二
二
等
ヲ
輕
減
シ
同
法
第
六
十
九
條
二
依
リ
ニ
年
以
上

五
年
以
下
ノ
範
園
内
二
於
テ
輕
禁
鋼
三
年
二
庭
ス
可
キ
モ
ノ
ニ
該
ル
右
三
罪
倶

稜
ス
ル
ヲ
以
テ
刑
法
第
百
條
二
依
リ
一
ノ
重
キ
無
期
徒
刑
二
庭
ス
可
キ
モ
ノ
ナ



リ
ト
ス

因
テ
明
治
十
四
年
第
八
十
一
號
布
告
二
依
リ
新
奮
ノ
法
ヲ
比
照
ス
ル
ニ
新
奮
共

二
相
等
キ
ヲ
以
テ
印
チ
新
法
二
從
ヒ
無
期
徒
刑
二
庭
ス
ル
モ
ノ
也

明
治
十
七
年
三
月
七
日
秋
田
輕
罪
裁
判
所
二
於
テ
槍
事
補
上
倉
繁
藏
立
會
ノ
上

宣
告
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

　
右
正
本
二
依
リ
謄
爲
ス
ル
者
也

明
治
十
七
年
三
月
十
日

勢
　
事

到
事
補

鋼
事
補

書
　
記

書
記

加長荻芹
藤盆野澤

清　錬
政
　
源

　
二
　
郎

勝
太
郎

　
次
　
郎

弓
　
創
　
　
熊
　
吉

　
　
　
　
裁
判
言
渡
書

　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
縣
羽
後
國
李
鹿
郡
横
手
前
郷
村
八
番
地
李
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
　
越
　
　
庫
　
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
當
四
十
四
年

其
方
儀
柴
田
淺
五
郎
力
教
唆
二
從
ヒ
明
治
十
四
年
五
月
十
八
日
夜
舘
友
藏
柏
木

第
六
等
ト
共
二
右
兇
器
ヲ
携
帯
シ
秋
田
縣
羽
後
國
李
鹿
郡
醍
醐
村
藤
原
多
左
衛

門
方
へ
押
入
リ
財
物
ヲ
彊
取
セ
ン
ト
ス
ル
際
多
左
衛
門
二
於
テ
之
ヲ
抗
拒
セ
ン

　
　
　
　
秋
田
縣
立
志
肚
暴
動
事
件
到
決
書
（
明
治
十
六
、
七
年
）

ト
ス
ル
勢
ア
ル
ヨ
リ
同
人
ヲ
匁
傷
シ
以
テ
之
ヲ
死
ご
致
シ
財
ヲ
得
ス
シ
テ
立
去

リ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
謹
愚
ハ
秋
田
縣
横
手
警
察
署
二
於
テ
爲
シ
タ
ル
自
供
秋

田
縣
巡
査
鷹
鮨
徳
治
力
作
リ
タ
ル
瞼
謹
調
書
共
犯
舘
友
藏
柏
木
第
六
力
横
手
警

察
署
二
於
テ
爲
シ
タ
ル
陳
述
ヲ
以
テ
充
分
ナ
リ
ト
ス

叉
其
方
ハ
明
治
十
四
年
中
柴
田
淺
五
郎
力
政
府
ヲ
顛
覆
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
企
二
同

意
シ
恒
二
淺
五
郎
ノ
股
肱
ト
ナ
リ
テ
福
要
ノ
謀
議
二
與
リ
其
豫
備
ヲ
ナ
シ
タ
ル

モ
ノ
ナ
リ
其
謹
愚
ハ
機
密
ノ
通
信
探
訪
ヲ
爲
ス
爲
メ
仙
毫
地
方
二
赴
キ
タ
ル
事

跡
等
二
徴
シ
充
分
ナ
リ
ト
ス

以
上
ノ
所
爲
ハ
刑
法
實
施
以
前
二
在
ル
ヲ
以
テ
刑
法
第
三
條
二
照
ス
ニ
奮
法
二

在
テ
ハ
第
一
ノ
所
爲
ハ
明
治
十
年
第
廿
五
號
公
布
彊
盗
律
改
正
條
款
二
照
シ
斬

罪
二
庭
ス
可
キ
モ
ノ
ニ
該
リ
庭
犯
原
諒
ス
可
キ
情
状
ア
ル
ヲ
以
テ
明
治
七
年
第

百
三
十
四
號
公
布
二
從
ヒ
本
罪
二
一
等
ヲ
輕
減
シ
懲
役
終
身
二
庭
ス
可
キ
モ
ノ

ニ
該
ル
第
二
國
事
二
關
ス
ル
罪
ハ
禁
鋼
三
年
二
該
ル
右
新
律
綱
領
二
罪
倶
畿
以

重
論
條
ユ
照
シ
一
ノ
重
キ
懲
役
終
身
ノ
刑
二
庭
ス
可
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
ス
又
新
法

二
在
テ
ハ
第
一
ノ
庭
爲
ハ
刑
法
第
三
百
八
十
條
死
刑
二
該
レ
リ
ト
錐
ト
モ
庭
犯

原
諒
ス
ヘ
キ
情
状
ア
ル
ヲ
以
テ
同
法
第
八
十
九
條
第
九
十
條
二
依
リ
本
刑
二
一

等
ヲ
減
シ
無
期
徒
刑
二
屍
ス
可
キ
モ
ノ
ニ
該
リ
第
ニ
ノ
所
爲
ハ
刑
法
第
百
二
十

五
條
第
一
項
二
依
リ
同
法
第
百
二
十
一
條
第
二
項
ノ
刑
二
一
等
ヲ
減
シ
本
刑
重

禁
獄
二
該
ル
而
テ
所
犯
原
諒
ス
可
キ
情
状
ア
ル
ヲ
以
テ
同
法
第
八
十
九
條
第
九

十
條
二
依
リ
ニ
等
ヲ
輕
減
シ
同
法
第
六
十
九
條
二
依
リ
ニ
年
以
上
五
年
以
下
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
　
（
一
〇
四
七
）



　
　
　
　
秋
田
縣
立
志
吐
暴
動
事
件
判
決
書
（
明
治
十
六
、
七
年
）

範
園
内
二
於
テ
輕
禁
鋼
三
年
二
庭
ス
可
キ
モ
ノ
ニ
該
ル
右
二
罪
倶
護
ス
ル
ヲ
以

テ
刑
法
第
百
條
二
依
リ
一
ノ
重
キ
無
期
徒
刑
二
庭
ス
可
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
ス

因
テ
明
治
十
四
年
第
八
十
一
號
布
告
二
依
リ
新
奮
ノ
法
ヲ
比
照
ス
ル
ニ
新
奮
共

々
相
等
キ
ヲ
以
テ
印
チ
新
法
二
從
ヒ
無
期
徒
刑
二
庭
ス
ル
モ
ノ
也

明
治
十
七
年
三
月
七
日
秋
田
輕
罪
裁
到
所
二
於
テ
検
事
補
上
倉
繁
藏
立
會
宣
言

ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剣
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剣
事
補

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
到
事
補

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
記

　
右
正
本
二
依
リ
謄
爲
ス
ル
モ
ノ
也

明
治
十
七
年
三
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
　
記

加長荻芹
藤盆野澤

清　錬
嘆二政
郎郎郎温

弓
　
創
　
　
熊
　
吉

　
　
　
　
裁
到
言
渡
書

　
　
　
　
　
　
　
秋
田
縣
羽
後
國
李
鹿
郡
醍
醐
村
百
十
七
番
地
李
民
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柏
　
木
　
　
第
　
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
當
三
十
三
年

其
方
儀
柴
田
淺
五
郎
力
教
唆
二
從
ヒ
明
治
十
四
年
五
月
十
八
日
夜
舘
友
藏
川
越

庫
吉
等
ト
共
二
各
兇
器
ヲ
携
糟
シ
秋
田
縣
勿
後
國
耶
鹿
郡
醍
醐
村
藤
原
多
左
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
　
　
　
（
一
〇
四
八
）

門
方
へ
押
入
リ
其
財
物
ヲ
彊
取
セ
ソ
ト
ス
ル
際
多
左
衛
門
二
於
テ
之
ヲ
抗
拒
セ

ン
ト
ス
ル
勢
ア
ル
ヨ
リ
同
人
ヲ
匁
傷
シ
以
テ
之
ヲ
死
二
致
シ
財
ヲ
得
ス
立
去
リ

タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
謹
愚
ハ
秋
田
縣
横
手
警
察
署
二
於
テ
爲
シ
タ
ル
自
供
秋
田

縣
巡
査
鷹
鮨
徳
治
ヵ
作
リ
タ
ル
槍
謹
調
書
共
犯
舘
友
藏
川
越
庫
吉
力
横
手
警
察

署
二
於
テ
爲
シ
タ
ル
陳
述
ヲ
以
テ
充
分
ナ
リ
ト
ス
叉
其
方
ハ
明
治
十
四
年
中
柴

田
淺
五
郎
力
政
府
ヲ
顛
覆
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
企
圖
二
附
加
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
右

ハ
秋
田
縣
横
手
警
察
署
二
於
テ
ナ
シ
タ
ル
陳
述
ヲ
以
テ
明
確
ナ
リ
ト
ス

以
上
ノ
所
爲
ハ
刑
法
實
施
以
前
二
在
ル
ヲ
以
テ
刑
法
第
三
條
二
照
ス
ニ
第
一
ノ

所
爲
ハ
明
治
十
年
第
二
十
五
號
公
布
彊
盗
律
改
正
條
款
二
照
シ
斬
罪
二
庭
ス
ヘ

キ
モ
ノ
ニ
該
リ
所
犯
原
諒
ス
ヘ
キ
情
状
ア
ル
ヲ
以
テ
明
治
七
年
第
百
三
十
四
號

公
布
二
依
リ
本
罪
二
一
等
ヲ
輕
減
シ
懲
役
終
身
二
庭
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
該
ル
第
二

國
事
二
關
ス
ル
ノ
罪
ハ
禁
獄
二
年
二
慶
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
該
ル
右
新
律
綱
領
二
罪

倶
護
以
重
論
條
二
照
シ
一
ノ
重
キ
懲
役
終
身
二
庭
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
ス
叉
新

法
二
在
テ
ハ
第
一
ノ
庭
爲
ハ
刑
法
第
三
百
八
十
條
死
刑
二
該
レ
リ
ト
錐
モ
所
犯

原
諒
ス
ヘ
キ
情
状
ア
ル
ニ
依
リ
同
法
第
八
十
九
條
第
九
十
條
二
依
リ
本
刑
二
一

等
ヲ
減
シ
無
期
徒
刑
二
庭
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
該
リ
第
ニ
ノ
所
爲
ハ
刑
法
第
百
廿
五

條
第
一
項
二
依
リ
第
百
廿
一
條
第
四
項
ノ
刑
二
一
等
ヲ
減
シ
一
年
六
月
以
上
三

年
九
月
以
下
ノ
輕
禁
鋼
働
ホ
所
犯
原
諒
ス
ヘ
キ
情
欺
ア
ル
ヲ
以
テ
同
法
第
八
十

九
條
第
九
十
條
二
從
ヒ
本
刑
二
二
等
ヲ
減
シ
九
月
以
上
一
年
十
月
十
五
日
以
下

ノ
範
園
内
二
於
テ
輕
禁
鋼
一
年
三
月
二
庭
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
右
二
罪
倶
護
ス
ル



ヲ
以
テ
刑
法
第
百
條
二
依
リ
一
ノ
重
キ
無
期
徒
刑
二
庭
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
ス

因
テ
明
治
十
四
年
第
八
十
一
號
布
告
二
依
リ
新
奮
ノ
法
ヲ
比
照
ス
ル
ニ
ニ
法
共

二
等
キ
ヲ
以
テ
印
チ
新
法
二
從
ヒ
無
期
徒
刑
二
庭
ス
ル
モ
ノ
也

明
治
十
七
年
三
月
七
日
槍
事
補
上
倉
繁
藏
立
會
ノ
上
宣
告
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
輕
罪
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
到
事
　
　
芹
　
澤
　
　
政
　
温

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
事
補
　
　
荻
　
野
　
錬
　
二
　
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
到
事
補
　
　
長
谷
川
　
勝
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
記
　
　
加
藤
清
次
郎

　
　
　
右
正
本
二
依
リ
謄
爲
ス
ル
者
也

　
　
明
治
十
七
年
三
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
記
弓
創
熊
吉

秋
田
縣
立
志
杜
暴
動
事
件
判
決
書
（
明
治
十
六
、
七
年
）

九
七

（
一
〇
四
九
）


